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＜令和元年度＞ 

市営住宅の入居者募集応募要領（富吉団地） 

 
 

入居の申し込みのできる方は次のすべての条件にあてはまる方です。 

（１）現在、住宅に困っている方（世帯） 

※現に市営・県営などの公営住宅にお住まいの方、持ち家のある方は原則として申し込み

できません。 

（２）市内に住んでいる方、又は市内に勤めている方（世帯） 

（３）現に同居、又は同居しようとする親族のある方（世帯） 

（入居日までに婚姻届の提出ができる方を含みます。） 

※独身者が他に扶養義務者のいる親・兄弟を呼んで同居したり、家族を不自然に分割して

申し込むことはできません。 

※ただし、日常生活において自立生活ができる方および介護を受けて自活できる方で、次

に該当する場合は単身でも入居ができます。 

＜単身入居の要件＞ 

① ６０歳以上の方 

② 身体障がいのある方（障がいの程度が１～４級） 

③ 精神障がいのある方（１級～３級） 

④ 知的障がいのある方（精神障がいのある方の障害の程度と同様） 

  ③④に該当する方は、障害者自立支援法による地域定着支援を受けることが必要になる

場合があります。 

詳しくは、現居住区の社会福祉課にお問い合わせください。 

⑤ 戦傷病者手帳をお持ちの方（特別項症～第６項症、又は第１款症） 

⑥ 原子爆弾被爆者の認定を受けている方 

⑦ 生活保護または、中国残留邦人等の方々に対する支援給付を受けている方 

⑧ 海外からの引揚者（引揚げ５年未満） 

⑨ ハンセン症療養所入所者等の方 

⑩ 配偶者からの暴力被害者の方（一次保護終了又は保護終了が５年未満、裁判所からの命

令の効力経過が５年未満） 

 

（４）国税・地方税を滞納していない方（世帯） 

※申告義務があるにも関わらず申告していない方は申し込みできません。 

（５）入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方 

（６）入居申し込み世帯の月額所得が、１５８，０００円以下の世帯  

（７）次のすべての条件を満たす確実な連帯保証人がある方 

・浜松市内在住か浜松市中心部より車等で２時間以内に到着できる住所の方。 

・県営・市営住宅、雇用促進住宅の入居者や入居予定者でないこと。 

・入居の許可を受ける方以上の収入があること。 

・国税、住民税に滞納のないこと。 

・日本国籍を有する方又は永住者、特別永住者である方。 

 

※ 連帯保証人には、入居者が万一家賃を滞納したり、法令等に違反した場合、入居者に 

代わって一切の責任を負っていただくこととなります。 

 

 

 

 

 

１ 申し込み資格 




